
男鹿市条例第５号 

 

男鹿市都市公園条例の一部を改正する条例 

 男鹿市都市公園条例（平成１７年男鹿市条例第１７６号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

別表第１(第５条関係) 別表第１(第５条関係) 

公園名 所在地 施設名 

船越近隣公園 男鹿市船越字内子 すもう場 

男鹿総合運動公園 男鹿市船川港比詰字大

沢田、金川字上小友、金

川槻木沢地内 

野球場、テニスコ

ート、陸上競技場、

球技場、総合体育

館、弓道場 
 

公園名 所在地 施設名 

船越近隣公園 男鹿市船越字内子 すもう場 

金川近隣公園 男鹿市船川港船川字海

岸通り２号地内 

プール、健康の広

場 

男鹿総合運動公園 男鹿市船川港比詰字大

沢田、金川字上小友、

金川槻木沢地内 

野球場、テニスコ

ート、陸上競技場、

球技場、総合体育

館、弓道場 
 

別表第３(第 12 条関係) 別表第３(第 12 条関係) 

  有料公園施設の利用料金   有料公園施設の利用料金 

公園名 施設の 

名称 

区分 利用料金（円） 

一般 高校生 

以下 

船越近隣 

公園 

 （略） 

男鹿総合 

運動公園 

（略） 

 

公園名 施設の 

名称 

区分 利用料金（円） 

一般 高校生 

以下 

船越近隣 

公園 

 （略） 

金川近隣 

公園 

健康の 

広場 

貸切 

使用 

１時間に

つき 

330 無料 



改正後 改正前 

プール 貸切 

使用 

１時間に

つき 

3,300 無料 

個人 

使用 

一人１回

につき 

110 無料 

男鹿総合 

運動公園 

（略） 

 

備考 改正箇所は、太枠で示した部分である。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


